
中之条町サテライトオフィス開設支援補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、町内に新たな仕事を創出し、地域経済の活性化及び地域雇用の

促進を図るため、町内に新たにサテライトオフィスを開設・運営する者に対しこ

れに要する経費について、予算の範囲内においてサテライトオフィス開設支援補

助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、中之条町補助金等に関す

る規則(平成２２年中之条町規則第１号。以下「規則」という。)に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 企業等 事業を営む法人をいう。 

(2) テレワーク 情報通信技術の活用による場所、時間その他の制約にとらわれ

ない柔軟な働き方をいう。 

(3) サテライトオフィス 町外の企業等が拠点事務所から離れた町内の場所に開

設した事務所であって、従業者がテレワークにより拠点事務所の業務を行う就

業場所となる事務所をいう。 

(4) 従業員 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号)に規定する一般被保険者又

は高年齢被保険者であるものをいう。 

(補助対象者) 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、町内において新規にサテライトオフィスを

設置した企業等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 補助金申請時において町外で３年以上継続して事業を行っている企業等である

こと。 

 (2) 町内のサテライトオフィスにおいて３年以上継続して業務を行う計画を有する

ものであること。 

 (3) 開設したサテライトオフィスにおいて、従業員が1人以上就労している企業等

であること。 

 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２



号)第２条第１項及び第６項から第１１項までに規定する営業又は公序良俗に反

する営業ではないこと。 

 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２

条第２号に規定する暴力団又は暴力団員関係者と密接な関係を有するものではな

いこと。 

 (6) 町税等の滞納がないこと。 

 (7) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第１７条の規定による更生手続開始の

申立て(同法附則第２条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成１１年

法律第２２５号)第２１条の規定による再生手続開始の申立がなされていないこ

と。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助金の種類又は対象経費の区分ごと

に右欄に規定する額とする。 

補助金の種類又は対象経費 額 

開設支援金 ５０万円 

町内物件の改修に要する費用（以下

「改修費用」という。） 

対象経費の２分の１以内の額（１，０

００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた額）とし、町内の事業者

に改修工事を行わせる場合は１５０万

円、それ以外の場合には７５万円を限

度とする。 

 （補助対象期間） 

第５条 補助対象期間は、補助金の交付決定日から交付決定日の属する会計年度末

までの期間とする。 

(補助金の交付申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事

業に着手する前に、中之条町サテライトオフィス開設支援補助金交付申請書(様式

第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書(様式第２号) 

(2) 町内物件の売買契約書(案)又は賃貸借契約書(案)の写し 



(3) 会社概要の分かる書類 

(4) 会社定款及び登記簿謄本 

(5) 直近の事業年度の財務諸表 

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定) 

第７条 町長は、前条の申請書の提出があったときには、その内容を審査の上、補助

金の交付の可否を決定し、中之条町サテライトオフィス開設支援補助金交付(不交

付)決定通知書(様式第３号)により申請者に通知するものとする。 

(変更申請等) 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」と

いう。)は、第６条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、中之条町

サテライトオフィス開設支援補助金変更承認申請書(様式第４号)を町長に提出し

なければならない。 

２ 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該

変更の承認の可否を決定し、その結果を中之条町サテライトオフィス開設支援補

助金変更決定承認（不承認）通知書（様式第５号）により補助決定者に通知する

ものとする。 

(実績報告) 

第９条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して３０日

を経過した日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、中之条町サテ

ライトオフィス開設支援補助金実績報告書(様式第６号)に次に掲げる書類を添え

て、町長に報告しなければならない。 

(1) 誓約書(様式第７号) 

(2) 町内物件の売買契約書及び取得費の領収書の写し 

 (3) 町内物件の賃貸借契約書及び賃借料の領収書の写し 

 (4) [改修がある場合]建物改修工事契約書、請求書、支払いが確認できる書類等 

(5) [改修がある場合] 改修工事前後の写真 

(6) [改修がある場合]物件改修設計図面又は物件の見取り図 

(7) 補助対象事業の実施に係る写真 

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 



（補助金の額確定） 

第１０条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、

適当と認めたときは、中之条町サテライトオフィス開設支援補助金確定通知書

（様式第８号） により、 補助決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条 補助決定者は、前条の通知を受領した日から起算て１０日以内に中之条町

サテライトオフィス開設支援補助金交付請求書（様式第９号）を町長に提出しな

ければならない。 

(補助金の返還) 

第１２条 町長は、補助決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を

命じることができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 補助対象事業の実施について、不正の行為が認められたとき。 

(3) サテライトオフィスを開設後、３年以上継続して事業活動を行わなかったと

き。 

(補則) 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長

が別に定める。 

 

附 則 

 

(施行期日) 

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

 


